
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和の森公園周辺地区                   

地区施設道路（拡幅予定道路）の土地
の買い取りについて  

中野区まちづくり事業課防災まちづくり係 

裏面に続く ⇒ 

区では、平和の森公園周辺地区地区計画に基づいて、道路の拡幅・新設

整備など、防災まちづくりを進めております。 

当該地区の地区計画では、地区施設道路(拡幅予定道路)に面している敷

地に対して建築条例による壁面の位置の制限がかかっているため、建物を

建築する際には道路中心線から条例で定められた距離を後退することが

必要となります。(裏面 地区計画計画概要図参照) 

この後退により建物を建てることができなくなった土地について、土地所有者

様のご協力のもと区で買い取らせていただき、道路として整備をしております

（下記、拡幅整備イメージ図参照）。 

建替をご検討中の方は、区にご相談くださいますようお願いいたします。 

道路整備前 建物の建築(建替)に合わせた道路整備 

 

左記はご協力により買取させていただいた
土地(拡幅道路用地) 

【拡幅整備イメージ図】 



 

 

 

 

 

【発行・問合わせ】 

  中野区 まちづくり推進部 まちづくり事業課 防災まちづくり係 

  〒１６４－８５０１ 中野区中野４－１１－１９ ９階窓口 

電話 ０３－３２２８ー８９７８ FAX ０３－３２２８－５４１７ 

  E-mail:bousaimatijigyou@city.tokyo-nakano.lg.jp 

凡例 
地区施設道路

区立平和の森公園 

（広域避難場所） 


